
 

令和７年度 

第２回いわての森林づくり県民税事業評価委員会 
 

日 時：令和７年９月16日（火） 10：00～12：00 

場 所：岩手県水産会館 ５階 大会議室 

 

次 第 

    

１  開  会  

２  議  題 

（１）令和７年度いわての森林づくり県民税の取組状況について 【資料№１】 

（２）令和８年度以降の「いわての森林づくり県民税」（素案）への意見聴取の 

状況について                      【資料№２】 

（３）その他                        

 

３  閉  会



いわての森林づくり県民税事業評価委員会委員名簿 

（令和７年９月 16 日現在）    

氏  名 役   職   名   等 備  考 

阿 部 記 子 岩手県商工会議所連合会 総務課長 
 

稲 村 崇 史 有限会社稲村製材所 取締役 
 

川 田 昌 代 岩手県環境アドバイザー  

國 崎 貴 嗣 岩手大学農学部 教授 
 

齋 藤 健 吾 株式会社斎藤商事 代表取締役 
 

佐 藤 貴美子 いわての森林づくりコーディネーター 
 

野 口 麻穂子 
国立研究法人森林研究・整備機構  

森林総合研究所東北支所 主任研究員 
 

平 井 勇 介 岩手県立大学総合政策学部 准教授  

三 浦 奈緒美 岩手県消費者団体連絡協議会 常任幹事 御欠席 

村 田 和 代 盛岡市中央公民館 社会教育指導員  

(五十音順)    

    １ 委員  10 名 

 

    ２ 任期  令和６年 11月 19 日～令和８年 11月 18 日 

 

 

 

 

 

 



令和７度第２回いわての森林づくり県民税事業評価委員会 県関係出席者名簿 

役   職   等 氏  名 備 考 

農林水産部 林務担当技監 砂 子 田 博  

      林業振興課 総括課長 高 橋 幸 司  

            振興担当課長 田 島   大  

            主任主査 金 澤   亨  

            主任主査 竹 原 久 美 子  

            主任主査 澤 口 陽 平  

            主  事 浅 沼 大 翔  

      森林整備課 技術主幹兼計画担当課長 泉 憲 裕  

            主任主査 菊 池 和 博  

      森林保全課 特命課長 廣 田 紀 代 子  

            主任主査 花 田 茂 彦  

県土整備部 都市計画課 主任主査 櫻 庭 志 歩  

沿岸広域振興局農林部  特命課長 千 田 啓 介  

一関農林振興センター  主任林業普及指導員 吉 崎 康 平  
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令和７年度いわての森林づくり推進事業の取組状況について 

令和７年度 事業内容                                                                                            
                                     

区

分 

事業名 

〔担当課〕 
事業内容 計画数量等 取組状況（８月末現在） 今後（令和７年度）の取組等 

環
境
重
視
の
森
林
づ
く
り 

⑴  いわて環

境の森整備

事業 

〔林業振興課 

森林整備課〕 

   

  

森林の有する公益的機能を持続的

に発揮させるため、針葉樹と広葉

樹の混交林化を進める強度間伐や

伐採跡地への植栽のほか、新たに

公益上重要な森林の整備に必要な

作業道の開設や気象被害を受けた

森林の整備等を支援 

 

・混交林誘導伐   ：600ha 

・森林作業道整備  ：1,500m 

・ナラ林健全化   ： 70ha 

・アカマツ広葉樹林化： 54ha 

・被害森林再生   ：  5ha 

・枯死木除去    ： 86 ㎥ 

・森林環境再生造林 ：300ha 

 

これまでに当事業の施工地審査を５回（8/15〆切分）実施 

・混交林誘導伐   ：116.64ha 

・森林作業道整備  ：  0m 

・ナラ林健全化   ： 25.21ha 

・アカマツ広葉樹林化：  6.25ha 

・被害森林再生   ：  0ha 

・枯死木除去    ： 81.69㎥ 

・森林環境再生造林 ：  8.05㏊ 

 

・混交林誘導伐、森林作業道整備 

令和７年度事業（前年度繰越含む）の完了に向けた進捗管理を行う

とともに、奥地化対策としている森林作業道整備の活用促進を図り

ながら、引き続き施工地確保の取組を実施 

 

・ナラ林健全化、アカマツ林広葉樹林化、枯死木除去 

令和７年度事業（前年度繰越含む）の完了に向けた進捗管理 

 

・森林環境再生造林 

令和７年度事業（前年度繰越含む）の完了に向けた進捗管理を行う

とともに、施工地の確保について振興局を通じ事業主体に働きかけ 

 

【混交林誘導伐】（雫石町）                                 【森林環境再生造林】（花巻市） 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

整備前              整備後                          整備前               整備後     植栽木 

        

  【ナラ林健全化】（遠野市）                     【アカマツ林広葉樹林化】（金ヶ崎町）              【枯死木除去】（釜石市）      

 

 

 

 

    

                                                                   

 

 

 

 

整備前              整備後              整備前             整備後              整備前              整備後 

  

 

 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 1 6 日 
第２回 いわての森林づく り 
県 民 税 事 業 評 価 委 員 会 

資料№１ 
 

22-022 
スギ 0.9ha 
49～53 年生 
1,950 本/ha 
⇒950本/ha（48.7％） 
平均直径 22.5cm 

A-24-002 
アカマツ 
60 年生 
5.05ha 

Ｎ-24-001 
ナラ類・その他広葉樹 
77 年生 
4.84ha 
1,804.13 ㎥ 

J-24-002 
ナラ等 
12～60 年生 
16 本（11.67 ㎥） 

S-24-025 
カラマツ 2.90ha 
2,000 本/ha 
⇒植栽 5,800 本 
前 スギ・アカマツ 
  39～67 年生 
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区

分 

事業名 

〔担当課〕 
事業内容 計画数量等 取組状況（８月末現在） 今後（令和７年度）の取組等 

⑵ 花粉症対策

等採種園整

備事業 

〔森林整備課〕    

花粉の少ない森林への転換を促進

するため、花粉の少ないスギ等の

苗木の安定供給に必要な採種園の

整備を実施 

【令和７年度計画】 

・花粉症対策スギミニチュア採種園 

 江刺地区 １個所 整地・施肥 1.0㏊ 

 

・カラマツ採種園 

 江刺地区 １個所 植栽 0.9㏊ 

 千貫石地区１個所 整地・施肥 1.3㏊ 

 

（岩手県林業技術ｾﾝﾀｰ林木育種場内） 

 

【全体計画】 

〔花粉症対策スギミニチュア採種園 

            5.9ha/５年〕 

〔カラマツ採種園    4.2ha/５年〕 

 

・花粉症対策スギミニチュア採種園 

  整地・施肥 1.0㏊を実施中 

 

・カラマツ採種園 

  江刺地区の植栽 0.9haについて、今年度分の植栽は完了 

  千貫石地区の整地・施肥 1.3㏊は実施中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カラマツ採種園整地状況（金ケ崎町） 

 

 

・花粉症対策スギミニチュア採種園 

  江刺地区の整地・施肥等 1.0㏊は 12 月に完了予定とし、令和８年

度春以降に植栽予定 

・カラマツ採種園 

  江刺地区の植栽について、苗木の確保状況により、植栽を継続 

  旧アカマツ採種園（千貫石地区）の整地・施肥等 1.3 ㏊は、12 月

に完了予定とし、令和８年度春以降に植栽予定 

⑶ 林野火災予

防対策事業

費 

〔森林整備課〕   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林野火災を未然に防ぐための広報

宣伝活動を行うとともに、地域で

取り組む防火活動を支援 

・ラジオ CM 放送 93回（４、５、３月） 

・テレビCM放送  84回（４、５、３月） 

・ユーチューブＣＭ配信  

75千回（４、５、３月） 

・包括連携協定を締結しているコンビニエンスストア

（３社）への山火事予防啓発チラシ配架（３月） 

・包括連携協定を締結している郵便・宅配事業者（３

社）の配送車への「山火事注意」マグネットシート

掲示（４、５、３月） 

 

・ボランティアによる山火事パトロール支

援（釜石、大船渡地区） 28セット（帽子、

ブルゾン、マグネットシート） 

 

・路網マップ※整備 １箇所（宮古地区） 

※消火活動に活用可能な林道、作業道等を

調査し、地図上に記載したもの。 

 

・ラジオＣＭ放送 

４～５月 54 回 

・テレビＣＭ放送 

４～５月 56 回（民放４社） 

・ユーチューブＣＭ配信 

４～５月閲覧数 約 78千回 

 

・郵便・宅配事業者（３社）の配送車への「山火事注意」マグネットシート掲示（4，

5月） 

 

（参考）令和７年次（１～８月）林野火災発生状況 

    24件、3,704ha（速報値） 

 

・ラジオＣＭ放送 24 回（３月） 

・テレビＣＭ放送 32 回（３月） 

・ユーチューブＣＭ配信 25 千回（３月） 

・コンビニエンスストア（３社）へのチラシ配架（３月） 

・郵便・宅配事業者（３社）の配送車への「山火事注意」マグネットシート掲示（３月） 

 

・ボランティアによる山火事パトロール支援（沿岸広域振興局林務部、

大船渡農林振興センター） 

ボランティア活動支援物品（帽子等）を、管内のボランティア団体（28

名に配付予定（２月） 

 

・路網マップ整備（宮古農林振興センター） 

宮古地方森林組合に重茂半島エリアの路網マップの製作を委託し、関

係機関に配付予定（２月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

山火事防止テレビＣＭ         山火事防止ＣＭユーチューブ配信    配送車への「山火事注意」マグネットシート掲示  ボランティア支援          路網マップ 

                                               （イメージ）                          （イメージ） 
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区

分 

事業名 

〔担当課〕 
事業内容 計画数量等 取組状況（８月末現在） 今後（令和７年度）の取組等 

森
林
と
の
共
生 

⑷-① 県民参

加の森林づ

くり促進事

業   

〔林業振興課〕 

県民の森林づくりへの理解の醸成

と積極的な参画の促進を図るた

め、地域住民や団体等が主体的に

取り組む森林整備活動等を支援 

 

 

・森林整備活動 ８団体 

・森林の整備を行う多様な人材育成３団体 

・森林環境学習 19団体 

  

計 30 団体 

 

・２次募集まで実施し、計 30 団体を採択。 

・３次募集の公募準備。（募集期間９月 17日～10月 16 日予定） 

 

 

 

 

 

 

 

・３次募集の実施 

・採択団体への指導・助言などを行いながら事業を進捗管理 

 

 

 

⑷ -② 里山林

活性化によ

る多面的機

能発揮対策

事業 

〔森林整備課〕 

森林の有する多面的機能を発揮さ

せるため、森林所有者や地域住民

が共同で行う森林の保全活動や山

村地域の活性化などの取組を支援 

・里山林整備、路網の補修活動等 74団体 

地域活動型 562ha 

複業実践型 36ha 

機能強化（路網の補修等）5,785ｍ 

 

 

・７月１日に補助金交付決定（74団体） 

    荷軽部里山会（久慈市）       下雪屋里山会（九戸村） 

除間伐、しいたけ生産活動     除間伐、木炭生産用の原木伐採活動 

 

※写真は令和６年度の活動 

 

年度内の早期完了 

・地域活動型（森林資源活用、竹林資源活用） 

集落周辺の里山林の整備及び森林資源の活用 

・複業実践型 

半林半 X 等による本格的な森林資源の活用 

・機能強化（路網の改修等） 

 歩道や作業道等の作設、改修等 

地域活動型、複業実践型と併せて実施 

 

※活動組織が実施する取組を支援するため、市町村、関係団体等により

構成される「いわて里山再生地域協議会」を通じて団体に交付 

⑸ 「木育の推

進等につな

がる県産木

材活用」の

取組 

〔県庁各部局〕 

 

県民向け施設等への県産木材利用

を促進することにより、木育の推

進につながる木材利用や普及啓発

強化を図る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・県内保育所（木製品） 

・県立図書館（木製書架） 

・二戸地区特別支援学校図書室（木製品導

入）など３事業を実施予定 

・３事業とも現在進行中。 ・事業の進捗管理を行うとともに、完成披露時の効果的な情報発信に

ついて助言を実施 

 

 

 

⑹ いわて森の

ゼミナール

推進事業 

〔森林整備課〕 

森林・林業に対する理解の醸成を

図るため、児童生徒をはじめ、広

く県民の方々を対象として、森

林・林業に関して学習する機会を

提供 

・森林環境学習会 25 回 

（小中学生及び未就学児を対象とした樹

木・自然観察、木工工作等） 

・森林環境学習指導者研修会 ２回 

（森林環境学習の活動を実践する指導者の

スキルアップを図る指導者研修及び情報

交換会） 

・委託契約締結（5/30：特定非営利活動法人環境パートナーシップ

いわて） 

・森林環境学習会：３回実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  森林学習会（奥州市立衣里小学校）   森林学習会（奥州市立衣川小学校） 

 

 

・森林環境学習会（29 回） 

小中学校や各種団体等における樹木観察会や木工・クラフト体験

等の取組に対し、森林インストラクター等の講師派遣を実施 

 

・森林環境学習指導者研修会（10/５） 

・情報交換会（１～２月） 

 

・完了確認実施予定（３月上旬） 
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区

分 

事業名 

〔担当課〕 
事業内容 計画数量等 取組状況（８月末現在） 今後（令和７年度）の取組等 

⑺ 森林公園機

能強化事業 

〔森林保全課〕 

 

 

広く県民の森林・林業に対する理

解の醸成を図るため、森林環境教

育の拠点施設である森林公園の機

能強化を実施 

・県民の森（八幡平市） 

 R6繰越 チップサイロ更新（１基） 

R7 当初 森林整備（支障木伐採） 

・滝沢森林公園（滝沢市） 

森林整備（支障木伐採） 

・千貫石森林公園（金ケ崎町） 

森林整備（間伐 3.15ha） 

・共通 

       木製玩具補充等 

・県民の森 

チップサイロ更新（１基）  施工中 

森林整備（支障木伐採）   契約準備中（10月着工予定） 

・滝沢森林公園 

森林整備（支障木伐採）   契約準備中（10月着工予定） 

・千貫石森林公園 

森林整備（間伐 3.15ha）  契約準備中（９月着工予定） 

・共通 

木製玩具補充等       購入手続き中 

・県民の森 

チップサイロ更新（１基） 10月完了予定 

森林整備（支障木伐採）  ３月完了予定 

・滝沢森林公園 

森林整備（支障木伐採）  ３月完了予定 

・千貫石森林公園 

森林整備（間伐 3.15ha） 12月完了予定 

・共通 

木製玩具補充等      ２月完了予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

  森林整備（R6 千貫石森林公園）              木製玩具補充等（R6 県民の森）                   木製玩具補充等（R6 大窪山森林公園） 

 

⑻ いわての森

林づくり普

及啓発事業 

〔林業振興課〕 

県民の森林づくりに係る関心を高

めるとともに、県民税の認知度向

上を図るため、森林・林業の役割

や重要性のほか、いわての森林づ

くり県民税の趣旨や取組等につい

て、県民に対して多様な手法で情

報を発信 

・「いわての森林づくり県民税」普及啓発チ

ラシ作成委託 

森林所有者向け 6,000 部 

一般県民向け 4,000部 

・森林環境学習パンフレットの増刷 

 12,000 部 

・各市町村にいわての森林づくり県民税に関する広報の実施を依頼 

・県内の小学校へ森林環境学習パンフレット「いわての森林の恵み

ガイドブック」を配布 

・県民税公式 SNS（X・Instagram）による県民税事業の情報発信 

 

・県民 2,000 人、森林所有者 1,000人、法人 500社を対象に「いわ

ての森林づくり県民税」に係るアンケート調査（委託）を実施中 

※予算は事業評価委員会運営費により実施 

 

・県民税普及啓発チラシの作成 

 

・県民税の認知度向上のため、引き続き SNS や広告等を通じて、「いわ

ての森林づくり県民税」の情報を発信 

・県民税に係るアンケート調査の集計（10 月完了予定） 

 

 

⑼ 高田松原津

波復興祈念公

園管理運営費

〔都市計画課〕 

第 73 回全国植樹祭で植栽した一般

招待者記念植樹の植栽木につい

て、下刈り等の植栽管理 

国営西エリア 6,826.09m2 に植栽されてい

る一般招待者記念植樹の植栽木の下刈り 

年３回実施 

 

・下刈り年３回のうち２回実施済 

 １回目：５月上旬～下旬 

 ２回目：７月中旬～下旬 

 

 

・下刈り３回目を９～10月に実施し、一般招待者記念植樹の適切な 

保育管理を継続し全国植樹祭のレガシ―を発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      下刈り実施前                下刈り実施中                下刈り実施後 

                        県立高田松原津波復興祈念公園 

                        （国営祈念追悼施設西エリア） 
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令和８年度以降の「いわての森林づくり県民税」（素案）への意見聴取の状況について 

１ 趣旨 

  令和８年度以降の「いわての森林づくり県民税」（素案）について、県民及び各種団体

関係者への周知を図るとともに、広く御意見を伺い、最終案を策定する際の参考とするた

め、パブリック・コメント、地域説明会等を実施。 

 

２ 概要 

（１）県民への地域説明会 

   出席者：県内４か所で計 113 名（盛岡 28名、県南 26名、沿岸 35名、県北 24名） 

   意見等：32件 

 【日時・場所】 

会 場 期 日 時 間 場 所 

沿岸広域 令和７年８月 18日(月) 14:00～15:30 釜石地区合同庁舎大会議室 

県南広域  〃  ８月 21日(木) 14:00～15:30 奥州地区合同庁舎大会議室 

盛岡広域  〃  ８月 22日(金) 14:00～15:30 県民会館第２会議室 

県北広域  〃  ８月 26日(火) 14:00～15:30 二戸地区合同庁舎大会議室 

  【内容】 

    ① 令和８年度以降のいわての森林づくり県民税(素案)について（説明） 

 ② 質疑応答・意見聴取 

（２）パブリック・コメント【期間：７月 31 日（木）～９月１日（月）】 

   意見等：18件 ※取りまとめ中 

（３）今後の予定 

   岩手県森林・林業会議との意見交換（9/19） 

 

  

令 和 ７ 年 ９ 月 1 6 日 
第２回いわての森林づくり
県民税事業評価委員会 

資料 No.2-1 
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３ 地域説明会における意見・質問の概要 

区  分 意 見・質 問 

⑴ 環境重視の森

林づくり 

【公益的機能を増進する若齢林の整備】 

①県民税事業で植栽を行った場所のみなのか、他の公共事業等

で植栽を行った場所でも可能か。その他の事業を使った事業

にも適用できるようにして欲しい。 

②具体的な整備内容は、除間伐ということなのか。切り捨て間伐

するような若齢林でも林外搬出まで実施可能か。 

③混交林誘導伐が 20年間を迎え高齢林になってきたので、あま

り林齢に縛りを設けないで欲しい。 

④つる切の他に、枝打ちを対象に含めてほしい。一関管内では、

ヒノキ山が多く、枝打ちをやらないまま、足元からかなり枝が

ある現場が多いため。 

⑤補助率は混交林誘導伐と同じく 10割にして欲しい。 

 

【森林環境を保全する植栽等】 

①花粉の少ないスギの苗木を展開しているが、伐採したところ

にスギを植えて山を作るのは大変である。 

②シカの被害があり、網を張ってもどこからか入ってくる。カラ

マツであれば、網を張らなくても６～７割くらい山になる。 

③更新が図られていない伐採跡地の植栽において、採択される

要件を教えて欲しい。 

④伐採跡地への植栽、下刈りについて、補助率は混交林誘導伐と

同じく 10割にして欲しい。 

 

【森林病害虫対策】 

①松くい虫の被害に対しては、今のところ釜石には被害はない

が、被害が拡大していることから、他の市町村において、どの

ような方針でやっているのか説明して欲しい。 

②私有地と県有地の境において松の木があり、将来的に道路に

対し危険な状態であるが、県民税を利用して対応できないか。 

③ナラ林健全化の予算配分について、第１四半期には上限に達

し、活用できないという状況が生じているが、予算配分を見直

す予定があるのか。 

④ナラ林健全化について、先端地のところはまだ被害が小さい

ので、実際に伐倒くん蒸や立木くん蒸とか被害対策を取りや

すいが、まん延地域ではそういった対策が取れなくなってき

ており、更新を図っていくことを進めていかないと更に蔓延

していくので、悪いところほどナラ林健全化等で更新を図っ



3 
 

ていくしか方法が無いのではないかと考えており、議論をし

て欲しい。 

⑤ナラ枯れに強いというのは、どのような広葉樹なのか。その被

害が発生する場合の特徴として、高齢大径木というような表

現もあるが、そこの定義、年輪、太さ、どこを指しているのか。

20 センチ程度のナラでも枯死が確認されており、大径木とい

う定義に当てはまらならない木でも、実際現場では発生して

いるので、その更新ということであれば、かなりの伐採を要す

る対象が広がるが、その扱いについて確認したい。 

⑥県北の洋野町種市地区、大野地区で、ナラ枯れ被害が拡大して

いる。ナラ林健全化事業で、被害を受けたか箇所を調査し、終

わるのが６～７月ぐらいで、それを受け要望しようとしたと

ころ、予算がない状況だった。今後、被害が拡大することも予

想されるので、ナラ林健全化の予算を柔軟に配分できるよう

検討して欲しい。 

⑦アカマツ林広葉樹林化については、先端地域の県北が優先だ

とは思うが、県南にも予算をお願いします。 

 

【気象災害等を受けた森林の整備】 

①林野火災の焼損を受けた被害木の除去は、大船渡市以外も対

象となるのか。森林所有者のニーズ等を伺っているところだ

が、既存の制度で、伐採のみを対象とした事業がなく、治山事

業などは、人為的な要因による火災に関しては、対象になって

いない。要件に関しては、被害木の伐採のみできるような形で

制度設計して欲しい。 

⑵ 県民理解の醸

成（森林との共

生） 

【地域住民等が取り組む森林づくり活動（県民参加）】 

①講師を呼んで環境学習する際の事務局費について、補助対象

経費の５％以内を上限とすると変更したという話を伺ったの

だが、１件１万円といった形でもっと分かりやすくして欲し

い。 

②一般の人が山仕事に入門できるような、講座を作りたいが、そ

ういうことをやる時に、具体的に支援ができるのか。また、そ

の際のフィールドを行政が紹介や提供してくれるような仕組

みがあると助かる。 

③県民参加の森林づくりにおいて、補助額の上限は全事業を通

して 1,000 千円という要件があるため、継続事業を行ってい

る場合、新規事業が補助対象から外れる恐れがあるため、何ら

かの是正措置が必要ではないか。 

④昨今の物価高騰、人件費上昇等を考慮すると、補助額の上限

（1,000 千円）の引き上げを検討すべきではないかと考える。 
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⑤賃金、報償費、需用費、備品購入費等において上限額又は基準

額が定められているが、上記と同様に、昨今の物価高騰、人件

費上昇等を考慮すると、その見直しが必要と考える。特に、需

用費及び備品購入費にあっては、取得単価 10,000 円が基準に

なっている例があるが、少なくとも県における備品購入費の

取扱いに準じるべきと考える。 

⑶ 安全・安心な県

民生活 

【野生動物の生活圏への出没抑制のための環境整備】 

①市町村も申請対象となるのであれば手を挙げたいので、ぜひ

市町村も申請対象にして欲しい。 

②緩衝帯整備の事業と、野生動物の出没抑制のための環境整備

の棲み分けについて、現時点で想定している範囲で教えて欲

しい。 

③委託して実施するのか、それとも県で実施するのか。 

④漆を植えているが、忌避剤をかけていても、半分ほどシカの被

害を受けてしまうので、電気柵の設置ができるような制度は

ないのか。 

⑤樹木の伐採・藪の刈払いで、樹木の中に竹林は入るのか。 

⑥河川というのは、県管理なのか、市町村管理なのか、どのよう

なものを想定しているのか。 

⑦農用地に関係するような場所でも実施できるのか。農地サイ

ドとの調整とか、そういうのも進められているのか。 

⑧基本的には民有林と考えていたが、クマの移動経路の市町村

有林も対象として欲しい。 

 

【大雨時の流木被害を軽減するための危険木等の伐採・除去】 

①河川内における危険木の伐採・除去において、どのような手続

きで申請をすればいいのか教えて欲しい。 

②令和４年度の災害の時に、流木が原因でかなりの災害があっ

たので、この事業はありがたい。河川内の伐採除去について、

河川管理者が申請をするのか。市町村管理河川についても対

象として欲しい。 

 

【森林公園・自然公園等の環境整備】 

①植栽木の成長を適切に促す「維持管理」は、具体的にどういう

ことなのか。また、木歩道の修繕・整備で、自然公園の登山道

に近い木道は含まれるのか。 

②森林公園における危険木の除去について、ある森林公園では

松くい虫被害がひどく、危険木を除去するとしたら、皆伐に近

いと思うのですが、今までのメニューの危険木除去は数本レ

ベルの感じですが、新規の取組では、広い範囲で出来るように
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して欲しい。 

③「県民の森」の管理施設のチップボイラーについて、ボイラー

のリニューアルを行ったものの、サイロの搬送装置との調整

ができず、使用できない状態で放置されているとのことであ

った。使用できるようになるまで改修作業を行うべきではな

いか。 

⑷ その他 【基金残高】 

①基金残高については、色々な被害が出ているところや、整備が

必要なところに利用していただきたい。 

 

【県民税と譲与税の棲み分け】 

①県民税と森林環境譲与税の棲み分けは、どうなっているのか。 

 

【その他】 

①岩手県は森林が豊富なので、モリアオガエルに代表される多

様な生き物たちが人の生業と相互に影響を与え合いながら生

きているので、そういった視点を、県民税の概要の部分に盛り

込まれるべきではないか。 

②危険木の除去等で出た木材を、回収し、利用できる仕組みがあ

るといいと感じた。 

 



令和８年度以降の
「いわての森林づくり県民税」

（素案）の概要

令和７年６月

1

020811
テキストボックス
令和７年９月16日
第２回いわての森林づくり
県民税事業評価委員会
資料No.2-2



・ 平成18年度に創設された「いわての森林づくり県民税」は、５年間を１期として実施して
きており、令和７年度が４期目の最終年度

・ これまで、いわての森林づくり県民税事業評価委員会や県民アンケート、県民懇談会等で
第４期終了後の取組方向について様々な意見を伺ってきた

・ 令和７年３月に、事業評価委員会（外部有識者）から「今後の基本的方向」の提言をいた
だいた

・ 県では、この提言を踏まえ『令和８年度以降の「いわての森林づくり県民税」（素案）』
を策定するもの

第１ 令和８年度以降の「いわての森林づくり県民税」（素案）策定の経緯等

１ 税収等の推移
・ 第４期までの税収約127億円に、個人及び企業からの寄付金を合わせ財源として活用
・ 毎年の税収は約７億２千万円
・ 令和５年度末の基金残高が約13億５千万円

第２ 「いわての森林づくり県民税」を活用した取組の実績と課題

2

２ 第４期までの取組の実績と課題
・ 県では、「いわての森林づくり県民税」を財源として、森林の恵みを、未来へつなぐ
ため、管理が行き届いていない公益上重要な森林を整備

・ 県内各地において森林環境を保全する様々な活動への支援を実施
・ これらの取組により、管理不十分な森林が着実に解消されるとともに、多くの県民が
森林づくりへ参画

（単位：千円）

R3 R4 R5 R6 R7 小計（R3～5）

税収 3,318,465 3,540,350 3,638,069 728,834 725,899 721,883 2,176,616 12,673,500
基金残高（累計） 104,672 1,119,271 1,500,271 2,403,757 1,967,856 1,353,174
※　税収には、市町村の微税取扱費を含まない。

合計
H18～R5

項目・年度
第１期

H18～H22
第２期

H23～H27
第３期
H28～R2

第４期

未確定

〔いわての森林づくり県民税 税収等の推移（平成18年度～令和５年度）〕



第２ 「いわての森林づくり県民税」を活用した取組の実績と課題

⑵

森
林
と
の
共
生

ア 人工林の針広混交林への誘導
・約１万９千haの混交林誘導伐を実施

イ 松くい虫被害木・枯損木等の除去、ナラ枯
れ被害の予防のための高齢林の伐採
・アカマツ林広葉樹林化、ナラ林健全化等の
実施

ウ 更新が図られていない伐採跡地への植栽等
・公益上重要でありながら、更新が図られて
いない伐採跡地への植栽等を実施

エ 気象災害等を受けた森林の整備
・被害森林再生、枯死木除去の実施

ア 地域住民等が取り組む森林づくり活動の
支援
・延べ約５百団体、約11万人の県民が参画

イ 森林保全や山村地域の活性化に資する取組
・延べ約３百団体が参画

ウ 児童・生徒等への学習機会の提供
・「森林環境学習会」に延べ約１万人が参加

エ 森林公園の機能強化
・ 木育スペースの整備などの施設整備、情
報発信を実施

実 績 課 題

ア より多くの県民が主体的に森林づくりに参画する機会
を提供し、県民の森林環境保全への理解醸成を図る必
要

イ 森林の多面的機能の発揮が図られるよう、地域におけ
る積極的な活動を支援する必要

ウ 児童生徒等に対する森林環境について学習する機会の
提供を継続することが必要

エ 森林環境教育の拠点である森林公園の機能強化等を継
続することが必要

⑴

環
境
重
視
の
森
林
づ
く
り

ア 放置されていた森林が着実に整備され、公益的機能が
発揮されている一方、労務不足や施工地の奥地化等に
より面的な施工地の確保が難しい

イ 拡大傾向にある松くい虫やナラ枯れ被害の対策を進め
る必要

ウ 更新が図られていない伐採跡地の解消のための植栽等
が必要

エ 気象災害による被害を受けた森林等の速やかな再生の
促進が必要

２ 第４期までの取組の実績と課題

3



○ 森林資源の本格的な利用期の到来
・ 本県の森林の多くが本格的な利用期を迎え、伐採面積は増加基調にあるが、民有林の再造林が伐
採面積の約５割にとどまる

・ 森林所有者の高齢化、不在村化が進行し、再造林・下刈り後の除伐等が実施されず、若齢の整備
手遅れ林分が多数発生

○ 様々な森林被害等の増加
・ 松くい虫やナラ枯れの被害区域が拡大
・ 大規模な林野火災の発生、被災した森林の早期復旧に向けた取組が必要
・ 野生動物の生活圏への出没が増加
・ 激甚化する気象災害等による流木被害の増加

○ 国の施策の変化
・ 平成30年度に「森林経営管理法」が成立し、森林経営管理制度がスタート
・ 令和元年度から森林環境譲与税の譲与が開始
・ 令和６年度から森林環境税の徴収が開始

１ 社会情勢の変化

２ 森林・林業に関する情勢の変化

○ 森林の持続的な管理がグローバルな目標に位置付け
・ ＳＤＧｓに森林の持続可能な管理の推進が目標の一つとして位置付けられた

○ 人口減少等による森林・林業を支える担い手の減少
・ 山村では高齢化や人口減少の進行とともに森林・林業を支える担い手の減少等により、森林の整備
や森林資源の循環利用など、適正な森林管理に影響

第３ 森林・林業を取り巻く情勢

4

３ 森林に対する国民の意識

・ 2050年カーボンニュートラル等の実現に向け、森林の適切な管理や身近にある森林空間の重要性
に対する認識の高まり



⑴ いわての森林づくりに関する県民アンケート調査結果
ア.継続意向

77.8％が「賛成」又は「どちらかといえば賛成」

イ.継続する場合の期間
59.8％が期間については「現状（５年）のままでよい」

ウ.継続する場合の課税額
65.5％が「現状（1,000円）のままでよい」

⑵ 市町村アンケート
・継続意向
94％が「賛成」
又は「どちらかといえば賛成」

４ 県民・市町村の意向

第３ 森林・林業を取り巻く情勢
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ウ.令和８年度以降継続する場合、
その負担額についてどう思いますか。

ア.いわての森林づくり県民税を今後も
継続するとした場合、どう思いますか。



森林の有する公益的機能の低下を防ぐため、更新が図られていない伐採跡地への植栽・下刈りや森
林病害虫対策、気象災害を受けた森林の復旧や、新たな手遅れ林分の発生を未然に防ぐ取組の拡充が

必要
・ 公益的機能を増進する若齢林の整備 新

・ 公益上重要な人工林の針広混交林への誘導

・ 森林環境を保全する植栽

・ 森林病害虫対策

・ 気象災害を受けた森林の復旧

・ 林野火災の予防

県民の森林に対する関心を高め、森林環境保全に対する県民の参画と理解を進める観点から、住民

等による森林を守り育てる活動や森林を学び活かす活動、木材とのふれあいを通じた木育の推進等へ

の支援が引き続き必要
・ 地域住民等が取り組む森林づくり活動

・ 木材とのふれあいを通じた木育の推進

・ 森林環境学習の展開 ・ 普及啓発

・ 普及啓発
森林・林業を取り巻く情勢の変化を踏まえ、野生動物の生活圏への出没や大雨時における流木被害

の頻出など森林に関連した新たな課題に対応していくため、森林や森林施策が県民生活に直接関わる

分野における県民生活の安全・安心に資する取組が必要
・ 野生動物の出没抑制に向けた里山や河川沿いの森林などの整備 新

・ 大雨時における流木被害を軽減するための河川や渓流における危険木の除去 新

・ 安心して自然環境に親しむための森林公園や都市公園等の整備 新

環
境
重
視
の
森
林
づ
く
り

（
森
林
と
の
共
生
）

県
民
理
解
の
醸
成

（
安
全
・
安
心
な
県
民
生
活
）

関
わ
る
分
野

県
民
生
活
に
直
接

『いわての森林づくり県民税」の今後の基本的方向について』（令和７年３月_事業評価委員会）を要約

新

第４ いわての森林づくり県民税事業評価委員会による提言

１ 取組の方向、課税期間及び負担額等
・ 県民税制度を継続し、引き続き、環境重視の森林づくりの取組と県民理解の醸成の取組を進める必要
・ 森林や森林施策が県民生活に直接関わる分野などに使途を拡大し、施策の充実を図ることが必要
・ 現行と同じ課税負担額(個人:年間千円、法人:年間２千円～８万円)、課税期間(５年)とすることが重要

２ 具体的な施策のイメージ
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第５ 令和８年度以降の「いわての森林づくり県民税」制度と取組

１ 「いわての森林づくり県民税」の制度

⑴ 制度の継続・拡充
令和８年度以降も「いわての森林づくり県民税」の制度を継続し、引き続き森林環境の保全に関

する取組を施策の充実を図りながら実施するとともに、新たに、森林や森林施策が県民生活に直接
関わる分野などに使途を拡大し、森林に関連する安全・安心な県民生活に資する取組を実施

⑵ 課税負担額、課税期間
「いわての森林づくり県民税」の制度は、県民アンケート調査の結果を踏まえ、現行制度と同じ

課税負担額（個人：年間千円、法人：年間２千円～８万円）、課税期間（５年）とする

２ 「いわての森林づくり県民税」の取組

⑴ 「環境重視の森林づくり」
ア.公益的機能を増進する若齢林の整備（新規）
イ.公益上重要な人工林の針広混交林への誘導（継続）
ウ.森林環境を保全する植栽等（拡充）
エ.森林病害虫対策（継続）
オ.気象災害等を受けた森林の整備（拡充）
カ.公益上重要な森林の整備や管理のための作業道の整備（継続）

⑵ 「県民理解の醸成（森林との共生）」
ア.地域住民等が取り組む森林づくり活動（継続）
イ.木育の推進や公益的機能の維持･増進に繋がる県産木材の活用（継続）
ウ.森林環境学習の展開（継続）
エ.普及啓発の取組（拡充）

⑶ 「安全・安心な県民生活」（新規）
ア.野生動物の生活圏への出没抑制のための環境整備（新規）
イ.大雨時の流木被害を軽減するための危険木の伐採・除去（新規）
ウ.安心して自然環境に親しむための森林公園・都市公園等の環境整備（新規）
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※ 情勢の変化に伴う課題に速やかに対応できるよう、期間の
途中においても必要に応じて見直していくもの



２ 「いわての森林づくり県民税」の取組

⑴ 「環境重視の森林づくり」の取組
ア.公益的機能を増進する若齢林の整備（新規）
イ.公益上重要な人工林の針広混交林への誘導（継続）
ウ.森林環境を保全する植栽等（拡充）
エ.森林病害虫対策（継続）
オ.気象災害等を受けた森林の整備（拡充）
カ.公益上重要な森林の整備や管理のための作業道の整備（継続）

ア 公益的機能を増進する若齢林の整備（新規）

【ポイント】整備手遅れ林分の新たな発生を未然に防止する若齢人工林の整備を実施

【内容】

・ 公益上重要で緊急に整備が必要な若齢の人工林について、整備手遅れ林分の新たな発生を未然に防止するため、つる切、

不用木の除去、不良木の淘汰、林地残材の流出防止措置等を図る若齢人工林の整備を実施［新規］

ウ 森林環境を保全する植栽等（拡充）

第５ 令和８年度以降の「いわての森林づくり県民税」制度と取組

イ 公益上重要な人工林の針広混交林への誘導（継続）

【ポイント】針葉樹と広葉樹の入り混じった森林に誘導する「混交林誘導伐」を実施

【内容】

・ 公益上重要で緊急に整備が必要な人工林について、水源かん養や土砂流出防止など森林の公益的機能の維持増進を図る

ため、針葉樹と広葉樹の入り混じった森林に誘導する「混交林誘導伐」を実施［継続］
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【ポイント】公益上重要な伐採跡地や林野火災跡地への植栽や保育の取組を強化

花粉の少ないスギ等の種子の安定供給に必要な採種園の整備を実施

【内容】

・公益上重要でありながら、更新が図られていない伐採跡地の解消を図るため、植栽や保育などを支援［継続］

・林野火災跡地の森林再生に向け、植栽や保育などを支援［新規］

・花粉の少ない森林への転換を促進するため、花粉症対策スギやカラマツの種子の安定供給に必要な採種園を整備［継続］



２ 「いわての森林づくり県民税」の取組

⑴ 「環境重視の森林づくり」の取組
ア.公益的機能を増進する若齢林の整備（新規）
イ.公益上重要な人工林の針広混交林への誘導（継続）
ウ.森林環境を保全する植栽等（拡充）
エ.森林病害虫対策（継続）
オ.気象災害等を受けた森林の整備（拡充）
カ.公益上重要な森林の整備や管理のための作業道の整備（継続）

エ 森林病害虫の防除対策（継続）

【ポイント】アカマツ林の樹種転換や高齢ナラ林の更新（若返り）を実施

【内容】

・ 松くい虫被害やナラ枯れ被害が拡大していることから、被害に強い森林づくりを進めるため、アカマツ林の樹種転換や

高齢ナラ林の更新（若返り）を支援［継続］

オ 気象被害等を受けた森林の整備（拡充）

【ポイント】個人での復旧が困難な森林の被害木の除去等を実施

倒木のおそれのある枯死木等の伐倒処理を強化、林野火災予防啓発活動を実施

【内容】

・ 台風や大雪等の気象被害や林野火災による焼損を受け、個人では復旧が困難な森林において、公益的機能の回復を図る

ため、被害木の除去等を支援［拡充］

・倒木等による人身被害や施設損壊等の二次的被害を防ぐため、倒木のおそれのある枯死木等の伐倒処理を支援［継続］

・林野火災から県民共通の財産である森林を守るため、予防啓発活動を展開し、地域で取り組む防火活動を支援［継続］
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カ 公益上重要な森林の整備や管理のための作業道の整備（継続）

【ポイント】公益上重要な森林の整備や管理に必要な作業道開設等を実施

【内容】

・ 公益上重要な未整備森林が奥地化していることから、混交林誘導伐や伐採跡地への植栽などの作業や管理に必要な作業

道等の開設・補修を支援［継続］



２ 「いわての森林づくり県民税」の取組

⑵ 「県民理解の醸成（森林との共生）」
ア.地域住民等が取り組む森林づくり活動（継続）
イ.木育の推進や公益的機能の維持･増進に繋がる県産木材の活用（継続）
ウ.森林環境学習の展開（継続）
エ.普及啓発の取組（拡充）

ア 地域住民等が取り組む森林づくり活動（継続）

【ポイント】地域住民や団体等が主体的に取り組む活動の支援を継続

【内容】

・ 県民の森林づくりへの理解の醸成と積極的な参画を促進するため、地域住民や団体等が主体的に取り組む「森林をつく

る活動」、「森林の手入れを行う多様な担い手を育成する活動」等を支援［継続］

・クマ等の出没抑制を図るための緩衝帯整備を支援［継続］

・ 全国植樹祭のレガシーを継承し、森林の公益的機能に対する県民理解を促進するため、「いわての森林の感謝祭」の開

催を支援［継続］

イ 木育の推進や公益的機能の維持･増進につながる県産木材の活用（継続）

【ポイント】県産木材を活用した取組を継続

【内容】

・ 幼児や児童・生徒をはじめとする多くの県民が、豊かな森林資源に恵まれた岩手で暮らす魅力を実感できるよう、県産

木材を活用した製品の設置や内装の木質化など、木材の温もりや心地よさを身近に感じることができる取組を実施

［継続］

第５ 令和８年度以降の「いわての森林づくり県民税」制度と取組
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２ 「いわての森林づくり県民税」の取組

⑵ 「県民理解の醸成（森林との共生）」
ア.地域住民等が取り組む森林づくり活動（継続）
イ.木育の推進や公益的機能の維持･増進に繋がる県産木材の活用（継続）
ウ.森林環境学習の展開（継続）
エ.普及啓発の取組（拡充）
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エ 普及啓発の取組（拡充）

【ポイント】森林環境保全に対する県民意識の醸成を図るための情報発信の強化等

【内容】

・ 森林環境保全に対する県民意識の醸成を図るため、地球温暖化防止等に貢献する森林・林業の役割や重要性のほか、い

わての森林づくり県民税の趣旨や取組等について、多様な手法で情報を発信［拡充］

ウ 森林環境学習の展開（継続）

【ポイント】多様な森林環境学習の機会の提供を継続

森林公園等の森林環境教育の拠点機能の強化を継続

【内容】

・ 森林・林業に対する理解を醸成するため、児童生徒をはじめ広く県民を対象として、多様な森林環境学習の機会を提供

［継続］

・ 森林とのふれあいや森林環境を学ぶ機会を多様な利用者に提供するため、森林公園等において、学習展示物や遊歩道の

整備など森林環境教育の拠点としての機能強化の取組を実施［継続］

第５ 令和８年度以降の「いわての森林づくり県民税」制度と取組



２ 「いわての森林づくり県民税」の取組

⑶ 「安全・安心な県民生活」（新規）
ア.野生動物の生活圏への出没抑制のための環境整備（新規）
イ.大雨時の流木被害を軽減するための危険木の伐採・除去（新規）
ウ.安心して自然環境に親しむための森林公園・自然公園等の環境整備（新規）

ア 野生動物の生活圏への出没抑制のための環境整備（新規）

【ポイント】野生動物の出没が見込まれる藪の刈払い等の環境整備を追加

【内容】

・ クマ等の野生動物の生活圏への出没抑制のため、移動経路となり得る河川内や出没が見込まれる学校周辺等の樹木の伐

採・藪の刈払い等の環境整備を実施［新規］

イ 大雨時の流木被害を軽減するための危険木等の伐採・除去（新規）

【ポイント】渓流など河川内の危険木等の伐採・除去を追加

【内容】

・大雨時の流木被害を軽減するため、被害が予想される渓流など河川内における危険木等の伐採・除去を実施［新規］

ウ 安心して自然環境に親しむための森林公園・自然公園等の環境整備（新規）

【ポイント】森林公園、自然公園、都市公園、河川公園等における危険木等の伐採・除去、藪の刈払い等の環境整備を追加

【内容】

・ 安心して自然環境に親しむため、森林公園、自然公園、都市公園、河川公園等における危険木の除去、景観の維持と野

生動物の侵入防止を目的とした藪の刈払い、植栽木の成長を適切に促す維持管理、木歩道等の修繕・整備等の環境整備を

実施［新規］
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７月～９月 パブリックコメント、地域説明会等の実施
森林審議会等への意見聴取

令和７年度

第６ 今後のスケジュール

11月中旬 最終案・条例改正案公表（12月定例会議案等説明会）
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1 

令和８年度以降の「いわての森林づくり県民税」（素案） 

第１ はじめに                             

 

  岩手県では、『すべての県民が森林から様々な恩恵を受けており、森林は公共的な財産

である』という観点に立ち、森林の公益的機能を維持、増進し、良好な状態で次の世代

に引き継ぐため、平成 18 年度に「いわての森林づくり県民税」制度を創設しました。 

 

  「いわての森林づくり県民税」は、５年間を１期として実施してきており、令和７年

度が４期目の最終年度となっていることから、これまでの取組を評価するとともに、創

設以降の本県の森林・林業を取り巻く情勢の変化などを踏まえたうえで、改めて令和８

年度以降の制度のあり方を検討することとしました。 

 

  このため県では、県民アンケートや県民懇談会を実施し、広く意見を伺ってきたほか、

外部有識者等で構成される「いわての森林づくり県民税事業評価委員会」（以下「事業評

価委員会」という。）において、今後の制度のあり方について議論が重ねられ、令和７年

３月に「今後も「いわての森林づくり県民税」を継続し、引き続き、環境重視の森林づ

くりの取組と県民理解の醸成の取組を進めることが必要」、「これまでの取組に加え、森

林や森林施策が県民生活に直接関わる分野などに使途を拡大し、施策の充実を図ること

が必要」との提言をいただいたところです。 

 

  県では、事業評価委員会の提言を踏まえ、令和８年度以降の「いわての森林づくり県

民税」の素案を次のとおり取りまとめました。 
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第２ 「いわての森林づくり県民税」を活用した取組の実績と課題      

   県では、「いわての森林づくり県民税」を財源として、森林の恵みを、未来へつなぐ

ため、管理が行き届いていない公益上重要な森林を整備してきたほか、県内各地にお

いて森林環境を保全する様々な活動への支援を行ってきました。 

   これらの取組により、管理不十分な森林が着実に解消されるとともに、多くの県民

の森林づくりへの参画が進んでいます。 
 

  １ 税収等の推移                                

   ⑴ 実績 

 平成18年に創設した「いわての森林づくり県民税」は、第１期から第４期まで

の税収が、約127億円となっています。また、取組に賛同する企業や個人の方々か

らの寄付金と合わせて基金に積み立て、事業の財源として活用してきました。 

   ⑵ 課題 

 森林環境の保全に関する施策を推進するほか、新たな課題に対応するため、引

き続き、基金を有効に活用していく必要があります。 

 

 

  ２ 森林整備を中心とした「環境重視の森林づくり」の取組 

   ⑴ いわて環境の森整備事業 

森林の有する公益的機能を持続的に発揮させるため、公益上重要な森林にお

いて、針葉樹と広葉樹の混交林化を進める強度間伐や伐採跡地への植栽のほか、

森林整備に必要な作業道の開設や気象被害を受けた森林の整備等の取組を実

施しています。 

 

    ア 実績 

     (ｱ) 人工林の針広混交林への誘導（混交林誘導伐） 

水源の涵養や県土の保全等の森林の公益的機能の維持・増進を図るため、

公益上重要で、緊急に整備する必要のある森林について、針葉樹と広葉樹で

構成される針広混交林に誘導する強度間伐を平成 18年度の事業開始から令和

５年度までの 18 年間で、計画面積 23,800ha に対して、18,922ha の事業対象

森林において実施しました。 

  

（単位：千円）

R3 R4 R5 R6 R7 小計（R3～5）

税収 3,318,465 3,540,350 3,638,069 728,834 725,899 721,883 2,176,616 12,673,500
基金残高（累計） 104,672 1,119,271 1,500,271 2,403,757 1,967,856 1,353,174
※　税収には、市町村の微税取扱費を含まない。

未確定

合計
H18～R5

項目・年度
第１期

H18～H22
第２期

H23～H27
第３期

H28～R2

第４期

〔いわての森林づくり県民税 税収等の推移（平成 18年度～令和５年度）〕 
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(ｲ) 松くい虫被害木・枯損木等の除去 

① 松くい虫被害木の除去 

第２期（平成 24 年度）から、松くい虫被害先端地域における被害の拡大 

防止のため、混交林誘導伐とあわせた被害木の駆除を行い、平成 24 年度に 

７ha 実施しました。 

② アカマツ林の広葉樹林化のための松くい虫枯損木等の除去 

第３期（平成 28 年度）から、松くい虫被害が継続して発生している地域 

のアカマツ林の広葉樹林化を進めるため、松くい虫被害まん延地域の景勝地、 

主要道路及び公共施設の周辺において、枯損木等の伐採を平成 28 年度から 

令和５年度までの８年間で、約 239ha 実施しました。 

 

(ｳ) ナラ枯れ被害の予防のための高齢林の伐採（ナラ林健全化） 

第３期（平成 28 年度）から、ナラ枯れ被害に強い若い森林へ更新し、ナラ 

枯れ被害の拡大予防を図るため、ナラ枯れ被害の周辺地域において、被害を受 

けやすい高齢・大径木林の伐採利用を平成 28 年度から令和５年度までの８年 

間で、約 230ha 実施しました。 

 

(ｴ) 更新が図られていない伐採跡地における植栽等（森林環境再生造林） 

第４期（令和３年度）から、公益上重要でありながら、更新が図られていな   

い伐採跡地において、公益的機能を高度かつ安定的に発揮する森林を整備する 

ため、植栽や下刈等を令和３年度から令和５年度までの３年間で、約 548ha 実 

施しました。 

 

(ｵ) 被害森林再生 

第４期（令和３年度）から、気象災害による被害を受けた森林において、早   

期の更新により公益的機能を回復させるため、倒木等の被害木の除去を令和３ 

年度から令和５年度までの３年間で、約５ha 実施しました。 

 

(ｶ) 枯死木除去 

第４期（令和３年度）から、森林の公益的機能の回復を図るとともに、人身   

被害や施設損壊等の二次的被害を防止するため、倒木のおそれのある松くい虫 

及びナラ枯れ被害による枯死木の除去を令和３年度から令和５年度までの３ 

年間で、約 560 ㎥実施しました 

 

(ｷ) 森林作業道整備 

第４期（令和３年度）から、奥地に位置する管理の行き届かない森林におい   

て､混交林誘導伐、アカマツ林広葉樹林化、森林環境再生造林の事業を効率的 

に実施するため、作業等に必要な作業道の開設等を令和３年度から令和５年度 

までの３年間で、5,471ｍ実施しました。 

  




